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Kikuyo Town Topics kk

　４月28日、町長から町交通指導員13人に委嘱状の交付を行い
ました。町長から激励のあいさつがあり、交通指導員を代表して
髙
たか

田
た

秀
ひで

隆
たか

さん（馬場楠）が「町民の皆さまに交通安全の重要性を訴
え、交通事故が減少するよう強い決意を持ち、交通秩序の遵守に
貢献することを誓います」と決意表明しました。
　交通指導員は、小・中学校登校時の児童・生徒の交通安全確保
にあたるほか、交通安全教育などを行っています。

皆さんの交通安全を守ります
交通指導員を委嘱しました

交通指導員の皆さんと𠮷本町長

　５月２日、堀
ほり

川
かわ

妙
たえ

子
こ

さん（杉並台）に、平成18年７月から６期
18年にわたり、人権擁護委員として人権相談や人権啓発活動な
ど長年の功績をたたえ、法務大臣より感謝状が贈られました。
　式では、熊本地方法務局阿蘇大津支局の武

たけ

下
した

浩
こう

二
じ

支局長から
堀川さんへ感謝状が伝達され、𠮷本町長がこれまでの活動をね
ぎらい、感謝の言葉を贈りました。 右から武下支局長、堀川さん、𠮷本町長、

阿蘇大津人権擁護委員協議会佐藤会長

長年にわたる活動をたたえる
人権擁護委員法務大臣感謝状贈呈式

K O H O  K I K U Y O  2 0 2 5 . 7 16

部落差別（同和問題）のない社会を実現するために

⃝結婚の際に、出身地などを理由に反対する。
⃝公共の場所に差別的な内容の落書きをする。
⃝特定の地域や個人に対し、差別発言をする。

問 人権教育・啓発課　人権教育・啓発係　☎096（232）2113

⃝インターネット上に差別書き込みをする。
⃝土地購入などに際し、自治体に同和地区の有無
や所在地について問い合わせをする。

教科書から「士農工商」が消えた！
～部落問題について正しく知ろう～

Ｑ：どうして教科書に部落問題が記載されたのか？
Ａ：昭和40年（1965年）、同和対策審議会は「同和問題の早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課
題である」「国民の中にある同和地区への偏見・俗説を打破する必要がある」との認識を示しました。
そして、部落問題を国民的課題とするとともに、偏見や俗説を否定し、国民に正しく認識してもらうよ
う小・中学校の教科書に記載され始めました。

Ｑ：教科書の記載はどのように変わったのか？
Ａ：昭和46年（1971年）には小学校の教科書に、「江戸時代の身分制度は『士農工商』であり『その下にい
ちだんと低い身分を置いた』」というピラミッド型で記載されていましたが、それは間違いということ
が分かってきました。そのため、現在の教科書からは「士農工商」という表現は消えており、「武士・
百姓・町人」の三身分と「百姓・町人とは別に」という表現に変わっています。

Ｑ：なぜ教科書の表現は変わったのか？ ～「士農工商」の本当の意味は？～
Ａ：「士農工商」はもともと古代の中国の言葉で、身分制度を表す言葉ではなく、職業を表す言葉でした。
「民（たみ）」を職業で分類した言葉が「士農工商」と表現されたものであり、「民全体」「みんな」など
といった意味で理解されており、日本には奈良時代に伝わりました。
　しかし、明治時代初めに行われた身分制度の変革を「四民平等」ととらえたことで、「士農工商」は
江戸時代の身分制度を指すものだと誤解されたまま使われるようになったのです。江戸時代の身分制度
では、武士は支配層であったものの、そのほかの百姓・町人に支配・被支配といった関係は無く、対等
であったと言われています。また、「下に」と言われていた身分の人にも一定の経済力を持っていた人
もおり、これまでの教科書に記載された位置づけとは違う実態が分かってきました。

Ｑ：今の教科書には部落問題についてどう記載されているのか？ 
Ａ：学校で使われている教科書には、身分制度だけでなく部落差別の中で生き

抜いてきた人たちの姿が記載されています。中世に作られた京都の龍安寺
の庭園をつくったこと、近代医学の発展に寄与した「解体新書」を生み出
すことになった被差別民衆の解体技術と知識、日本初の人権宣言と言われ
る水平社創立大会での「水平社宣言」など、私たちの生活を豊かにする内
容が記載されています。出版社によってその内容は異なりますが、日々の
研究結果により、部落問題の内容も更新され続けているのです。

※子どもがいる家庭などでは、社会の教科書を借りて読み返してみましょう。

菊池管内において、今もなお以下のような部落差別事象が発生しています

　私たち一人一人が部落差別（同和問題）への正しい知識と理解を深めるとともに、自らの問題として捉え、
具体的な行動につなげていくことが大切です。

部落差別（同和問題）は、居住地や出身地を理由に差別され、全ての国民に保障されている基本的人権が、
完全には保障されていないという重大な人権問題です。

詳しくはこちら→

龍安寺の庭園

詳しくはこちら→


